
令和8年度

くるみん助成金について

くるみん助成金事務局





https://kuruminjosei.jp/

くるみん助成金ポータルサイト



くるみん助成金は

・くるみん認定

・くるみんプラス認定

・プラチナくるみん認定

・プラチナくるみんプラス認定

のいずれかを取得した中小事業主に交付します。

認定取得→事業所所在地を管轄する労働局

助成金→くるみん助成金事務局





申請要件

1. 子ども・子育て支援法に定める一般事業主であること
（保険料納入告知額・領収済額通知書を確認）

2. 常時雇用する労働者数は、300人以下である
（くるみん認定、くるみんプラス認定、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス
認定申請時の申請書に記載した労働者数）

3. 該当年度のくるみん認定、くるみんプラス認定、
プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定を取得
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くるみん認定、くるみんプラス認定

・令和7年度または令和8年度（令和9年2月5日まで）に
くるみん認定・くるみんプラス認定を受けていること

・くるみん認定にかかる行動計画終了日の属する事業主の会計年度
の末日が、以下であること

令和7年度認定取得⇒令和6年4月1日以降
令和8年度認定取得⇒令和7年4月1日以降













プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定

・令和8年3月31日時点において、
または令和8年度（令和9年2月5日までに）
プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定を受けていること



・使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できるもの

・くるみん助成金以外の補助金等の支給を受けていない経費であること 
※ 雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)の規定に基づく雇用関係助成金を除く

・根拠資料によって金額・支払先等の取引内容が確認できるもの

・令和8年4月1日以降に実施し、令和9年2月28日迄に納品と支払いが完了する事業の経費に限る
※ 令和8年度に認定を取得した場合は、認定取得日以降に実施した事業の経費が対象

対象となる事業と経費

中小企業において、労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要
な雇用環境の整備を行う事業を対象とします。具体的には以下の取組となります。

1. 労働者の育児休業等の取得を促進するための取組
2. 労働者の子育てを支援するための取組
3. 労働者の業務負担の軽減や所定外労働の削減などを図るための取組
4. その他労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な取組



※育児・介護休業法等で義務化された取り組みにかかる経費は対象外です。
※他の補助金・助成金を受けている経費は対象外です。



※育児・介護休業法等で義務化された取り組みにかかる経費は対象外です。
※他の補助金・助成金を受けている経費は対象外です。



助成金の交付要件に該当する事業であれば

・労働局に届け出た、一般事業主行動計画に記載されていない事業でも問題ありません。

・実施する事業は①と③を組み合わせるなど複数組み合わせての申請が可能で、合計金額が
50万円を超えた場合は上限50万円を交付します。

・複数の事業を組み合わせて申請する場合は、１回にまとめて申請してください。
※複数回に分けて申請することはできませんのでご注意ください。



1 認定取得 2 申請準備 3 助成申請 4 申請受付

5 助成申請

審査

6 助成決定通知書

送付
7 事業の実施

8 完了報告書

提出

9 完了報告書

審査

10

交付額確定通知書

送付

11 請求依頼

提出
助成金交付

申
請
か
ら
交
付
ま
で
の
流
れ





令和8年5月27日（水）～令和9年2月5日（金）







ご不明点等ございましたら
事務局までお問い合わせください

みなさまの申請お待ちしています
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